
危険物取扱者保安講習会のご案内  

 

                 実施機関：栃  木  県 

                 受託機関：一般社団法人栃木県危険物保安協会 

                 協力機関：各地区危険物保安協会(各消防本部・局内） 

 

 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第１３条の２３の規定に基づく危険物の取扱作業

の保安に関する講習を次のとおり実施します。 

 

１ 受講対象者 

  危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所において、現に危険物の取扱作業に従事している危 

 険物取扱者のうち、次に該当する方は危険物取扱者保安講習を受講しなければなりません。 

 受講対象者がこの講習を受講しない場合は、消防法第 13 条の 2 第 5 項の規定により免状 

 の返納を命ぜられることがあります。 

  なお、受講義務のない方でも免状所持者であれば希望者は受講できます。 

⑴ 継続して危険物取扱作業に従事している方 

   受講日以後における最初の４月１日から３年以内に受講 

⑵ 新たに危険物取扱作業に従事することになった方 

ア 従事開始日前２年以内に免状の交付又は講習を受講している場合 

免状交付日又は受講日以後における最初の４月１日から３年以内に受講 

イ 上記以外の場合 

 従事開始日から１年以内に受講 

２ 講習区分 

  危険物施設の種類により次の区分で講習を行います。 

講習区分 従事している危険物施設 

給油取扱所 給油取扱所、自家給油取扱所、移動タンク貯蔵所（タンクローリー） 

一般(その他) 上記以外の危険物施設 

３ 講習科目及び講習時間   

⑴ 危険物関係法令に関する事項・・・・・・・１時間 

⑵ 危険物の火災予防等に関する事項・・・・・２時間 

４ 受講申込手続等 

⑴  受講申請書の配付場所   

   県内の各消防本部(局)及び(一社)栃木県危険物保安協会にて配付、または、インタ 

  ーネットからダウンロード 

⑵  各消防本部(局)への受講申請 

   ア 受講申請窓口は、各受付消防本部(局)です。(郵送は、受け付けておりません。) 

令和５年度 



  イ 受講を希望する会場に応じ、それぞれの受付消防本部(局)に申請してください。 

  ウ 受付時間は、申請期間(土・日・祝日を除く)９時から１７時までです。 

  エ 申請期間中であっても、定員になり次第受付を締め切ります。 

オ 定員を減少して実施していますので、なるべく欠席しないようにお願いいします。 

⑶  (一社)栃木県危険物保安協会への受講申請 

   ア 消防本部（局）への申請期間終了後に定員に達しない場合には、当協会で受け付け 

   ますので当協会にお問い合わせください。この場合は郵送による申請も受け付けま

す。郵送申請の場合は、８４円切手を貼った受講票返送用封筒を必ず同封してくだ

さい。 

   郵送先：〒320-0032 栃木県宇都宮市昭和１丁目３番１０号(栃木県庁舎西別館３階) 

  イ ２月のとちぎ福祉プラザでの講習会の申請先は、当協会のみとなります。また、 

申請は随時受け付けています。 

⑷ 受講申請に必要な書類等 

   ア 受講申請書 

    受講区分について、給油取扱所用又は一般用のいずれかを明記してください。 

   イ 受講手数料 ４，７００円 

    栃木県収入証紙を申請書の手数料欄に全面のり付けして貼付してください。収入証

紙は、消防本部(局)での取扱はありません。ファミリーマートやローソン(取扱いのな

い店舗あり)及び当協会において販売しています。（収入印紙ではありませんのでご注

意ください。） 

  ウ 危険物取扱者免状 

    受付の際、申請書の記載内容を確認します。なお、書換の手続等により免状を持参 

   できない場合は、その旨係員に申し出ください。 

    当協会へ郵送申込の場合、免状(コピー)の添付は不要です。 

⑸ 受講票の交付  受講申請を受け付けた場合は、申請者に受講票を交付します。 

５ 講習当日の受付 

⑴ 講習当日は、受講者本人が受講票及び危険物取扱者免状を受付に提出してください。 

    なお、書換申請の手続中等のため、当日免状を持参できない場合はその旨係員に申し 

  出てください。その際、本人であることを確認できる運転免許証等を持参してください。 

⑵ 受付は、講習開始時刻の３０分前からです。 

   なお、講習開始時刻までに受付されない場合は、受講できませんのでご注意ください。 

６ 講習修了の証明及び免状の返却 

  講習終了後、危険物取扱者免状に受講済の栃木県受講証明印を押印してお返しいたしま

す。 

７ その他 

⑴  受講申請書の記入に当たっては、申請書及び受講票の※印以外の事項について、楷書

で正確に記入してください。 



⑵ 受講申請書受付後は、申請書及び受講手数料はお返しいたしませんのでご了承願い  

 ます。ただし、やむを得ず欠席された場合は、年度内であれば他の会場でも受講でき 

ます。この場合は、必ず(一社)栃木県危険物保安協会へ連絡してください。 

⑷  台風その他の事情により講習会を延期又は中止する場合は、(一社)栃木県危険物保

安協会のホームページ(http://www.13tochiki.or.jp)に掲載します。 

⑷ 講習会場によっては駐車場が無いところもあります。受付の際にご確認ください。 

なお、自動車で来場した場合の駐車違反及びその他の自動車に関する責任は一切負い 

ません。 

⑸ 講習の途中で退席されますと、原則、講習修了と認められません。 

⑹ 危険物取扱者免状の書換申請や再発行等に関しては、(一財)消防試験研究センター 

栃木県支部へお問い合わせください。（℡028-624-1022） 

８ 日程 

  新型コロナウイルス感染症の影響により、急遽、中止や延期となる場合があります。 

  最新の情報は、栃木県消防防災課と(一社)栃木県危険物保安協会のホームページに 

掲載いたしますので、ご確認ください。 

  ＜ホームページ＞ 

  栃木県消防防災課     http://www.pref.tochigi.lg.jp/c02/index.html 

    (一社)栃木県危険物保安協会  (下記に掲載) 

※ 新型コロナウイルス感染予防のため、会場の定員の 50％以下で実施回数を増やして 

行います。 

※ ２月（最終）の宇都宮会場の申込先は、(一社)栃木県危険物保安協会のみになります。 

９ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願い 

  受講者は感染拡大防止のため、以下のことをお守りください。 

  ・検温の実施（体温 37.5 度以上又は体調不良のある方は受講を控えて下さい。） 

  ・手指の消毒 

10 保安講習に関する問合先 

  受講申請のお問合せは、(一社)栃木県危険物保安協会は常時可能ですが、受付 

消防本部(局)は申請期間中にお願いいたします。 

11 オンライン講習については、(一社)栃木県危険物保安協会のホームページで確認

するか当協会に電話でお問い合わせください。 

郵送先   一般社団法人栃木県危険物保安協会 

〒320-0032 栃木県宇都宮市昭和１丁目３番１０号(栃木県庁舎西別館３階) 

TEL:028-622-0438 

FAX:028-622-0439        http://www.13tochiki.or.jp 

 

 講習会場には、受講申請のお問合せはなさらないようお願いします。 

tel:028-622-0438
http://www.13tochiki.or.jp/


講習月日 講　習　会　場
講習
区分

講 習 時 間
申　請　先
消防本部等

左記への
申請期間

定　員

7月13日 給油  9:30～12:30

(木) 一般 13:30～16:30

7月14日 給油  9:30～12:30

(金) 一般 13:30～16:30

7月21日 給油  9:30～12:30

(金) 一般 13:30～16:30

7月27日 給油  9:30～12:30

(木) 一般 13:30～16:30

7月28日 給油  9:30～12:30

(金) 一般 13:30～16:30

8月4日 給油  9:30～12:30

（金） 一般 13:30～16:30

8月23日 給油  9:30～12:30

（水） 一般 13:30～16:30

9月11日 給油

（月） 一般

9月13日 給油  9:30～12:30

（水） 一般 13:30～16:30

9月15日 給油  9:30～12:30

（金） 一般 13:30～16:30

9月28日 給油  9:30～12:30

（木） 一般 13:30～16:30

10月13日 給油  9:30～12:30

（金） 一般 13:30～16:30

10月20日 給油  9:30～12:30

（金） 一般 13:30～16:30

11月7日 給油  9:30～12:30

（火） 一般 13:30～16:30

11月28日 給油  9:30～12:30

（火） 一般 13:30～16:30

12月19日 給油  9:30～12:30

（火） 一般 13:30～16:30

1月19日 給油  9:30～12:30

（金） 一般 13:30～16:30

2月中 給油  9:30～12:30

未定 一般 13:30～16:30

各100人

※受付は、各会場の申請先一カ所のみになります。なお、２月(最終)の宇都宮会場の受付(申請先)は
(一社)栃木県危険物保安協会ですが、郵送でも受付ます。
※オンライン講習については、(一社)栃木県危険物保安協会のホームページをご覧ください。

 9月25日
～

10月2日
各150人

各 80人

宇都宮市消防局
℡ 028-625-5507

11月28日
～

12月5日

かぬまケーブルテレビホール小ホール

(鹿沼市民文化センター)
鹿沼市坂田山2-170
℡0289-65-5581

受 講 期 間
9月11日

～10月10日

各200人

とちぎ岩下の新生姜ホール
小ホール(栃木市栃木文化会館)
栃木市旭町12-16
℡0282-23-5678

(受付) 栃木市消防署
岩 舟 分 署

(問合せ先）栃 木 市
消防本部予防課
℡0282-22-0072

12月13日
～

12月20日
各150人

(一社) 栃 木 県
危険物保安協会
℡ 028-622-0438

随時 各150人

栃木県自治会館
宇都宮市昭和1-2-16
℡028-625-3011

大田原市金田北地区公民館
大田原市市野沢1988-1
℡0287-23-3253

那 須 地 区
消 防 本 部
℡ 0287-28-5103

 11月 7日
～

 11月14日
各 60人

とちぎ福祉プラザ
宇都宮市若草1-10-6
℡028-621-2940

南那須公民館
那須烏山市岩子6-1
℡ 未設置

南那須地区広域
組 合 消 防 本 部
℡ 0287-82-2009

 10月17日
～

 10月24日

あしかがフラワーパークプラザ
(足利市民プラザ)
足利市朝倉町264  ℡0284-72-8511

足利市消防本部
℡ 0284-41-3198

矢板市片岡公民館
矢板市片岡2098-3
℡0287-48-0101

塩 谷 広 域 行 政
組 合 消 防 本 部
℡ 0287-40-1129

 9月 4日
～

 9月15日
各100人

佐野市文化会館
佐野市浅沼町508-5
℡0283-24-7211

佐野市消防本部
℡ 0283-23-9910

 8月24日
～

 8月31日
各300人

オンライン講習

鹿沼市消防本部
℡ 0289-63-1155

 9月 7日
～

 9月14日
各150人

各 30人

KOBELCO真岡いちごホール 小ホール
(真岡市民会館)
真岡市荒町1201　℡0285-82-7151

那須町文化センター
那須町寺子乙2567-10
℡0287-72-6565

那 須 地 区
消 防 本 部
℡ 0287-28-5103

 7月13日
～

 7月21日
各 70人

とちぎ福祉プラザ
宇都宮市若草1-10-6
℡028-621-2940

宇都宮市消防局
℡ 028-625-5507

 8月 2日
～

 8月 9日
各150人

日光市消防本部
℡0288-21-0368

 6月30日
～

 7月 7日
道の駅思川評定館研修室１,２,３
小山市下国府塚25-1
℡0285-38-0201 小山市消防本部

℡ 0285-39-6658

 7月 5日
～

 7月12日

日光市大沢公民館
日光市大沢町809-1
℡0288-26-1975

道の駅思川評定館研修室１,２,３
小山市下国府塚25-1
℡0285-38-0201

芳賀地区広域行政
事務組合消防本部
℡ 0285-82-8706

 8月23日
～

 8月30日
各150人

(一社) 栃 木 県
危険物保安協会
℡ 028-622-0438

 9月 1日
～

 9月 8日

各 60人

講習日時、会場及び受講申請書の受付場所等      　　　　　　　　　　　　　　　                                   

グリムの森「グリムの館」
下野市下古山747
℡0285-52-1180 石橋地区消防

組合消防本部
℡ 0285-53-6166

 6月22日
～

 6月30日
各 40人

グリムの森「グリムの館」
下野市下古山747
℡0285-52-1180


